
事業者による補助金申請（「事業者支援」区分） 
 

○ 個人が負担した研修受講料に対し介護事業者（雇用主）が当該個人に助成した場合や、介護事業者
（雇用主）が個人の研修受講料を直接負担した場合、「事業者支援」区分の対象になります。 
なお、研修受講料の一部又は全部に対し、国や他の地方公共団体等の制度や事業による助成等があ
る場合、本補助金は支給できません。 

○ 大まかな流れは「介護事業者の従業者（雇用予定者も含む）がH29年度以降に研修を修了→申請時
に当該事業者が運営する県内介護事業所等で勤務（研修受講前から勤務していても可）→期限まで
に補助金申請→補助金請求→（予算があれば）補助金交付」となります。 

○ 事業者支援区分における従業（予定）者の勤務に係る条件として「①補助金申請時点で勤務」かつ
「②補助金申請時点で継続して勤務する意思」が必要です。なお、事業者の補助金申請時に、従業
者に②の意思があることを確認させていただきます。 

○ 予算の関係で当該年度の補助から漏れた場合や、申請期限（毎年度 3 月中旬）後に研修が修了した
場合は、次年度の補助金申請を可能とする予定です。 
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今年度 
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（来年度へ）

補助対象 

補助金申請・実績報告 
（毎年度3 月中旬頃まで） 

補助金の効果等に係る
調査への協力 

H29.4.1 以降に研修を修了 
（修了証受領） 

従業（雇用予定）者が初任者研修
又は生活援助従事者研修を受講 

事業者への補助 

 研修の修了者は、補助金申請時点で勤務していれ

ば結構です（研修受講前から就業していても可）。 

 事業者支援区分において、従業者は、補助金申請

後も継続して勤務する意思が必要となります。 

 事業者が直接又は間接（従業（予定）者に助成）的に受

講料を負担したことが必要（領収書等で確認）です。 

 受講料と必須教材費が補助対象となります。 

 なお、補助金額は、従業（予定）者１人につき「研修受

講料の２分の１（金50,000円を上限）」となります。 

 補助金の効果等の検証のため、調査を依頼するこ

とがあるので、関係する従業者にあらかじめ周知し

ておいてください（調査時期等は未定）。 

 従業者が今の事業所を退職した場合も県の調査に

は協力すべき旨を事業所で周知してください。 

 期限までは随時申請を受け付けます。 

 申請書のほか、添付書類が複数あるので漏れのない

よう注意してください。 

 予算は十分確保していますが、予算が無くなれば今

年度は補助金の交付ができませんので、できるだけ

早めに申請してください。 

 申請後、予算がない場合には、来年度改めて申請し

てください（ただし、来年度の補助の実施は現時点で

確定ではありません。）。 

 申請書類を一通り揃える前に、県に補助金の予算の

状況を確認することをお勧めします。 

 補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したら

所定様式により速やかに県に報告してください。 
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個人による補助金申請（「受講者支援」区分） 
 

○ 個人が研修受講料を負担した場合に、その個人に対し補助金を交付する区分（受講者支援）です。
 個人が負担した研修受講料に対して介護事業者（雇用主）が個人に助成した場合や、介護事業者
（雇用主）が個人の研修受講料を直接負担した場合には、「事業者支援」区分での対応になります。
なお、研修受講料の一部又は全部に対し、国や他の地方公共団体等の制度や事業による助成等があ
る場合、本補助金は支給できません 

○ 大まかな流れは「H29 年度以降に研修を修了→申請時に県内介護事業所等で勤務（研修受講前から
勤務していても可）→期限までに補助金申請→補助金請求→（予算があれば）補助金交付」となり
ます。 

○ 勤務に係る条件として「①補助金申請時点で県内介護事業所等で勤務」かつ「②補助金申請時点で
継続して勤務する意思」が必要です。なお、補助金申請時に②の意思があることを確認させていた
だきます。 

○ 補助金申請にあたり、勤務している事業所に記載してもらう書類もあります（在職証明）。 
○ 予算の関係で当該年度の補助から漏れた場合や、申請期限（毎年度 3 月中旬）後に研修が修了した

人については来年度の補助金申請を可能とする予定です。 
  

初任者研修又は生活援助従事者
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H29.4.1 以降に研修を修了 
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補助金請求・交付 

補助金交付決
定・額の確定 

個人への補助 

 補助金申請時点で勤務していることが必要で、申

請後も継続して勤務する意思が必要となります。 

 研修受講前など以前から勤務している人も申請可

能です。 

 補助金申請者本人が受講料を負担したことが必要

（領収書等で確認）です。 

 受講料と必須教材費が補助対象となります。 

 なお、補助金額は、「研修受講料の２分の１（金

50,000 円を上限）」となります。 

 補助金の効果等の検証のため、調査を依頼するこ

とがあります（調査時期等は未定）。 

 調査する場合、申請書類に記載された住所又はメ

ールアドレスに調査票を送付します。 

 期限までは随時申請を受け付けます。 

 申請書のほか、添付書類が複数ありますので漏れの

ないよう注意してください。 

 予算は十分確保していますが、予算が無くなれば今

年度は補助金の交付ができませんので、できるだけ

早めに申請してください。 

 申請後、予算がない場合には、来年度改めて申請

してください（ただし、来年度の補助の実施は現時

点で確定ではありません。）。 

 申請書類を一通り揃える前に、県に補助金の予算の

状況を確認することをお勧めします。 
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